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はじめに 

 

この法律は、文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もって国民の文化的向

上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献することを目的とする。 

 

 これは、文化財保護法第 1 条に記された条文です。文化財保護法は、第

2次世界大戦後の社会的な混乱で多くの文化財が滅失や散逸する事態に陥

ったことから、昭和 25 年に制定されました。その後も、社会の変動に合

わせて、文化財の保存や活用の観点から何度かの改正が行われましたが、

この 1 条に示された目的は、揺らぐことはありませんでした。 

 では、なぜ文化財を保護し、守らなければいけないのか。これは、博物

館等を訪れた子どもたち、誰もが思い浮かべる疑問だと思います。この疑

問に明確に答えることが、文化財保護法第１条の目的を達成することにつ

ながると私は思っています。 

 文化財は、私たちの祖先が生き残るため、そして、少しでも豊かで楽し

く過ごすことができるようにと考え、創り出してきた努力の結晶です。電

化製品を例にすると分かりやすいと思います。今、私たちはテレビや洗濯

機、タブレットやスマートフォンなど、数えきれないほどの電化製品に囲

まれて生活しています。ボタン一つで、家事をすべてこなしてくれるこれ

らは、もはや私たちの生活に欠かせない物です。でも、これらの電化製品

が、最初から今のように小さく、軽く、そして、高性能であったわけでは

決してありません。そこには、祖先のたゆまぬ努力と工夫がありました。

文化財は、それらを今の私たちに伝えてくれる物です。文化財を大切にす

ることは、すなわち祖先の努力や工夫を大切にすること。だから。私たち

は文化財を保護し、守らなければいけないわけです。 

 さて、本市には重要文化財「渡辺崋山関係資料」や江戸時代の「田原藩

関係資料」、「畠村萬附留日記」等といった歴史資料から、吉胡貝塚や伊良

湖東大寺瓦窯跡といった史跡、椛(なぐさ)のシデコブシ自生地や黒河湿地

植物群落といった天然記念物などをはじめとして、国指定や県指定、そし

て、市指定の文化財が数多く存在します。これらの文化財の価値を市民の

皆様に分かっていただき、ふるさとである田原市の宝として大切に思って

いただけるようにすることが、必要であると痛感しています。特に、本市

でも急激に進む少子高齢化や、それに付随して起こる地域コミュニティの

衰退は、本市の文化財の保護に暗い影をおとすことが懸念されます。 

 このような懸念を払拭し、本市の文化財の保護と活用を、より一層進め



ることを目的として、教育委員会は本計画を策定いたしました。本市の文

化財は、私たちの祖先の努力と工夫の結晶です。この計画の実施により、

本市の文化財が広く市民の皆様に認知されるとともに、その活用がよりよ

いまちづくりにつながるよう努めます。 

 最後になりますが、本市ではこれから令和 12 年度にかけて、本計画に

示された内容の実施と検証を行います。スローガンにあるように、「ふる

さとの歴史」を守り伝えられるよう精一杯努めますので、市民の皆様には

御理解と御協力をよろしくお願いします。 

 

 令和８年３月 

田原市教育委員会 教育長 伊藤 正徳 
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第１章 計画策定に当たって 

１ 計画策定の趣旨 

田原市では、過疎化・少子高齢化等の社会状況の変化を背景に各地域

の貴重な文化財の滅失・散逸等の防止が緊急の課題となる中、未指定を

含めた有形・無形文化財を充分に評価したうえでまちづくりに生かしつ

つ、文化財継承の担い手を確保し、地域社会全体で取り組んでいくこと

のできる体制を整備することが必要となっています。 

  本市では、これまで文化財を調査し指定を行う等により保護に取り組

む一方、博物館等の展示施設を運営することにより文化財の活用を図っ

てきましたが、令和３年３月の「田原市文化財保存活用計画」の策定ま

では、総合的、一体的な保存活用を目指す計画については策定していま

せんでした。 

  そうした中、国においては、地域における文化財の保存・活用の促進

や、地方文化財保護行政の強化を図るため、改正文化財保護法が平成 31

年４月に施行され、市町村において、文化財保存活用地域計画を策定し、

国の認定を受けることによって、積極的な国の財政支援等を受けられる

ようになりました。文化財保存活用地域計画は、地域で協力して総合的

にその保存・活用に取り組むための計画であり、文化財を主役としたま

ちづくりの総合計画といわれています。 

  そこで、令和８年３月をもって田原市総合教育大綱・田原市教育振興

基本計画が満了することに併せ、文化財保存活用地域計画の前段階であ

る本計画を改定し、今後５年間の文化財の保存・活用への取り組みの方

向性をここに示すものです。 

 
２ 計画の位置づけ 

  この計画は、「田原市総合計画」や「田原市総合教育大綱・田原市教育

振興基本計画」を上位計画とする個別計画として位置づけ、上位計画の

方向性等を踏まえて、文化財保存活用の考え方・体系を明らかにするも

のです。 

さらに、関連する他の個別計画との連携を図ります。 
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３ 計画の期間 

  令和８年度～令和 12 年度までの５年間とします。 
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第２章 基本的な考え方 

 

１ 基本理念    

「守り伝える ふるさとの歴史」 

田原市文化財保存活用計画では、田原市総合教育大綱・田原市教育振興

基本計画が目指す「ふるさとに学び 人が輝く 田原の人づくり」を受け、

ふるさとを学ぶ礎となる歴史・文化の継承に取り組みます。 

 
２ 重点目標 

文化財は、わたしたちの地域の歴史の中で生まれ、今日まで守り伝えら

れてきた貴重な財産であり、郷土愛・地域への誇りを醸成する大切な要素

です。その貴重な財産である文化財の保存と、地域全体での活用に取り組

むため、以下の重点目標を定めます。 

 
（１） ふるさとの価値や魅力を掘り起こす活動の充実 

歴史や地域資源についての調査・収集活動を積極的に行い、それらを適

切に整理・保存管理を行うことにより文化財を保護します。また、調査研

究の成果は、積極的に市民に公開し情報の発信を行います。 

 

（２） ふるさとの宝の活用と次世代への継承の推進 

市民が身近に文化財に触れられる機会を増やし、文化財に対する理解を

深め、担い手の育成や文化財を活用した市民活動の活発化に取り組みます。

文化財の価値の共有を図ることで、地域全体での保存・活用を行います。 

  

令和 7年 10 月  

田原市博物館企画展 
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第３章 基本施策と具体的な推進方法 

 
重点目標を実現するため、次に掲げる７つの基本施策に取り組みます。

計画の達成度は、年度毎のアクションプランの進捗確認と、さまざまなデ

ータを検証することにより行います。 

 
重点目標１ ふるさとの価値や魅力を掘り起こす活動の充実 

【施策１】 文化財の調査、収集 

・ふるさとの礎となる地域資源について、調査を継続し、所在と価値を明

らかにし、長く後世に伝えていく必要があります。 

・確実に調査、収集を継続していくために、人材育成が必要です。 

・文化財を単体としてではなく、地域の自然や歴史等とともに一体的に捉

え、総合的に保存・活用する必要があります。 

 
主な取組 
〇調査、収集 
 地域に所在する文化財の価値を掘り起こし、文化遺産を活用したまちづくり

につなげるため、ふるさとの歴史・文化・自然に関する調査・研究を重点的に
行います。 

〇関連機関との連携 
 調査研究の推進のため、行政関連団体や専門機関と連携します。 
○文化財の指定 
地域資源の価値を明確にし、保存・活用するため、文化財の指定（すでに指定
されている文化財の県・国への指定）、登録を目指します。 
 

アクションプラン 
 内容 Ｒ6 年度

実績値 

R12 年度 

目標値 

調査、収集 

考古（貝塚群、渥美窯等） 継続 継続 
歴史（田原藩日記、畠村萬附留日記等） 継続 継続 
民俗（地域の伝承・資料等） 継続 継続 
美術（崋椿系絵画、現代美術等） 継続 継続 
自然（植物、地質、動物等） 継続 継続 

関連機関との連携 
行政関連団体との連携（外部） 5 団体1 維持 
専門機関との連携 8 団体2 拡大 

文化財の指定 
文化財の指定 98 件※ 105 件※ 
県・国文化財への指定 17 件※ 18 件※ 
登録有形文化財の指定 2 件※ 3 件※ 

※延べ数 
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【施策２】 文化財の整理・保存管理 

・文化財の特性や所有・管理状況に応じた的確な整理、対応・支援をする

必要があります。 

・すでに収集保管されている文化財についても整理し、適正に管理をする

必要があります。 

・文化財を地域の財産として次の世代に受け継いでいくために、データベ

ース化、デジタル化による文化財資料等の保存の充実が求められていま

す。 

 
主な取組 
〇収集資料の整理 
 収集保管された文化財を適正に管理するため、文化財を整理（再整理含む）し、

それぞれの特性に応じた保管を行います。 
〇適正な保存管理 
 貴重な文化財を次世代に継承するため、文化財の特性や所有・管理状況に応じ、

適切に保存・展示が行える環境整備を行います。 
〇資料のデジタル化 
 資料の効率的な活用・保存のため、考古・歴史・民俗・美術等の文化財資料の

データベース化を継続します。また、収蔵品の電子データ化を図ります。 
〇記念物の適正な保全 
 史跡、名勝、天然記念物などの散逸・き損・消失を防ぐため、定期的な巡視、

除草等の適切な管理保全を行います。 

 

アクションプラン 
 内容 Ｒ6 年度

実績値 

R12 年度 

目標値 

収蔵資料の整理 

考古（貝塚群、渥美窯等） 継続 継続 
歴史（田原藩日記、畠村萬附留日記等） 継続 継続 
民俗（地域の伝承・資料等） 継続 継続 
美術（崋椿系絵画、現代美術等） 継続 継続 

適正な保存管理 

考古（ふるさと教育センター、吉胡貝塚資料館等） 継続 継続 
歴史（収蔵庫、分館等） 継続 継続 
民俗（ふるさと教育センター、分館等） 継続 継続 
美術（博物館、ふるさと教育センター） 継続 継続 
県文化財レスキュー台帳**の整備 検討 開始 

資料のデジタル化 
データベース化 継続 継続 
デジタルアーカイブ* 継続 拡大 

記念物の適正な保全 

県文化財保護指導委員**による巡視活動 4 回 継続 
文化財防火デーにおける防災活動の実施 1 回 継続 
史跡等の保全（文化財指定地ほか） 8 件3※ 維持 
天然記念物の保全（文化財指定地） 5 件4※ 維持 

＊関係課の取組を含む 
**県の取組を含む    
※延べ数      
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【施策３】 文化財情報の公開・発信 

・歴史や文化に触れる場として、展示施設（田原市博物館・田原市渥美郷

土資料館・吉胡貝塚資料館・ふるさと教育センター・田原まつり会館等）

での展示を行っています。このような施設を有効に活用し、子ども、子

育て世代を含め、幅広い世代を対象にした取組が必要です。 

・広報やホームページ・SNS での紹介や、刊行物・リーフレット等の作成

により文化財情報の公開・発信を行っていますが、文化財の価値を市民

が共有し、ふるさとの宝として後世へ伝えたいと感じられるよう、調査

研究の成果をさらに広く発信していく必要があります。 

・DX の実現（GIGA スクール構想等）に向けた、情報発信の取組が必要で

す。 

 

主な取組 
〇展示施設の活用 
文化財情報を分かりやすく公開するため、博物館等で収蔵品や調査研究の成果
を積極的に紹介します。 

○調査研究成果の公開 
調査研究の成果を幅広く公表するため、展覧会や報告会の開催、刊行物（展示
図録、研究紀要等）の発行等を行います。 

〇DX の実現への取組 
 GIGA スクール構想などに対応するためのコンテンツの制作や、デジタルアー

カイブの推進を引き続き行います。 
 

アクションプラン 
 内容 Ｒ6 年度 

実績値 

R12 年度 

目標値 

展示施設の活用 
田原市博物館の入館者数 11,870 人5 25,300 人 
吉胡貝塚資料館の入館者数 6,340 人 7,280 人 

調査研究の成果の公
開 

企画展の開催（田原市博物館・分館） 1 回 維持 
企画展の展示解説（田原市博物館） 2 回 維持 
常設特別展示室の展示替 

（田原市博物館） 
5 回 維持 

テーマ展の展示替  （田原市博物館） 4 回 維持 
講座の開催（埋蔵文化財調査事業・文
化財保護事業・博物館運営事業） 6 回6 維持 

刊行物の作成（展示図録） 0 冊 1 冊 
〃    （埋蔵文化財関係書籍） 15 冊※ 16 冊※ 
〃    （田原藩日記） 14 冊※ 15 冊※ 
〃    （田原市文化財ガイド） 6 冊※ 10 冊※ 

資料の貸出 12 回 17 回 

DX の実現への取組 
インスタグラム、動画配信、デジタル
アーカイブ*等の活用 

継続 拡大 

＊関係課の取組を含む  
※延べ数        
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重点目標２ ふるさとの宝の活用と次世代への継承の推進 

【施策４】 文化財に触れる機会の創出 

・地域の伝統や文化の学習として、学校のふるさと学習（総合学習）への

講師派遣や資料提供を行っています。ふるさと教育センターや吉胡貝塚

資料館などのさらなる活用が必要です。 

・各種講座の開催などにより、気軽にふるさとの自然・歴史を学べる場を

提供しています。 

・ふるさとをテーマにした展覧会や講座の開催、広報活動により文化財を

紹介しています。ワークショップや体験学習等、幅広い世代が参加でき

る取組がさらに必要です。 
 
主な取組 
○学校連携の推進 
 文化財をきっかけとして小・中学生のふるさとへの理解を深めるための出前

授業や学校と連携した展示施設や文化財デジタルコンテンツの活用について
検討します。 

〇生涯学習の充実 
 文化財を活用した市民活動の活性化のため、博物館講座や生涯学習講座を行

い、幅広い世代が地域の自然や歴史について触れられる場を提供し、市民の文
化財への理解を深めます。 

〇体験学習・ワークショップの充実 
 文化財を楽しむ機会の創出のため、ワークショップや体験学習を充実します。 

 
アクションプラン 

 内容 Ｒ6 年度

実績値 

R12 年度 

目標値 

学校連携の推進 

教育活動による来訪者数（田原市博物館） 373 人 780 人 
〃         （吉胡貝塚資料館） 741 人 1,300 人 

学校への学芸員派遣・資料提供 12 回 25 回 
民具の教材化 継続 継続 

生涯学習の充実 

講座の開催（埋蔵文化財調査事業・文化財保
護事業・博物館運営事業）再掲 

6 回 維持 

しおさい大学* 1 回 維持 
東三河連携講座 1 回 維持 
市政ほーもん講座* 2 回 2 回 
史跡、天然記念物の看板改修 2 件/年 維持 
図書館 郷土資料充実* － 協力・拡大 
げんきはいたつ便* 協力 維持 
ほの国こどもパスポートでの展示施設入館
者数（田原市博物館・吉胡貝塚資料館） 

1,469 人 1,600 人 

体験学習・ワークシ
ョップの充実 

展示施設（田原市博物館・分館）のワークシ
ョップ開催 

5 回7 5 回 

展示施設（吉胡貝塚資料館）の体験者数 4,315 人 7,330 人 

＊関係課の取組を含む 
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【施策５】 文化財の担い手の育成・支援 

・文化財の滅失を回避するため、有形文化財の維持管理や無形文化財の知

識・技術等を有する担い手を育成、支援する必要があります。 

・文化財の継承・保全に関わる方々の高齢化や担い手不足が懸念されるた

め、ボランティアや市民団体など、社会全体で文化財に関わる体制を整

備する必要があります。 

・文化財担い手の育成・支援のため、各種団体の活動やイベント等の開催

をサポートしています。 

・文化財に関わる人材の育成支援のため、児童期・青年期から文化財に触

れる機会を創出する必要があります。 
 
主な取組 
〇研究者の養成・支援 
 文化財全般に関わる研究者の育成を図るため、翻刻作業者の養成や研究会等

の活動を支援します。 
〇文化継承者への支援 

文化財所有者と意見交換を行い、保全・継承のための必要な支援を行います。 
〇市民団体との連携 
 市民の活動を促進するため、歴史の会やボランティアガイドなどに関わる団

体と連携し、市民の自発的な取組を支援します。 
〇将来の担い手の確保 
 小中学校での出前授業・博物館等の見学受入のほか、中学生の職場体験や大学

生の学芸員実習等を積極的に受け入れます。 
 
アクションプラン 

 内容 Ｒ6 年度

実績値 

R12 年度 

目標値 

研究者の養成・支援 
翻刻作業育成者養成講座 3 団体8 維持 
崋山会文化事業への支援 継続 継続 

文化継承者への支援 
田原市文化財保存事業費補助金交付要綱の
運用 

継続 継続 

県伝統文化財出張講座**の開催 0 件 １件 

市民団体との連携 
連携した企画展・テーマ展の開催 2 回9 維持 
ボランティアガイドとの連携 1 団体10 継続 
市民協働まちづくり事業の実施* 継続 継続 

将来の担い手の確保 

中学生 職場体験受入 2 名 維持 
大学生 博物館（学芸員）実習受入 2 名 維持 
大学生 インターンシップ受入 1 名 維持 
学校への学芸員派遣・資料提供再掲 12 回 25 回 

＊関係課の取組を含む 
**県の取組を含む    
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【施策６】 さまざまな主体による活用の推進 

・渥美郷土資料館では、毎年ひな祭り展の開催に合わせ、福江＊つるし飾

りロードへのおひなさまの展示協力をおこなっています。また、ＪＲさ

わやかウォーキングと継続的に連携した田原城の限定御城印の発行や、

令和４年度からは、田原市文化遺産地域活性化実行委員会と連携し、ス

タンプラリー等を行う等、市内外からの誘客を図りました。地域団体や

観光関係者と連携し、市内外から訪れる方が本市の魅力を感じ、市内を

回遊できるような取組を進めるなど、文化財を新たな地域振興・観光振

興につなげる必要があります。 

・まちづくりに関わる多様な関係者と連携し、地域振興・教育など社会全

体で文化財を地域に活かす必要があります。 
 
主な取組 
〇多様な分野・関係団体との連携 
 文化財を社会全体で活かす機運を醸成するため、さまざまな分野で活動する

地域住民・教育機関や観光関係者等と連携し、文化財を活用した取組を積極的
に支援します。 

〇文化財を活用した取組 
 田原城跡等、文化財の魅力を地域活性化につなげるため、地域にある文化財や

施設を活用した取組を行います。 

 
アクションプラン 

 内容 Ｒ6 年度

実績値 

R12 年度 

目標値 

多様な分野・関係団
体との連携 

地域団体との連携 6 団体11 拡大 
商業団体との連携 3 団体12 拡大 
行政との連携（内部） 4 課13 拡大 
行政との連携（外部） 7 団体14 維持 

文化財を活用した取
組 

文化財を活用した連携事業数 1 事業15 拡大 
展示施設を活用した取組 2 施設16 拡大 

＊関係課の取組を含む 

  

令和 8年 2月  

福江＊つるし飾りロード 2025 

令和 8年 2月  

JR さわやかウォーキング 
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【施策７】 総合的、計画的な保存・活用 

・市内ではそれぞれの地域で異なった歴史文化が育まれており、こうした

多様で魅力ある歴史文化が相まって現在のまちの姿を形作っています。 

・文化財継承のためには、文化財の整理にかかる費用や有形文化財の修繕

等の維持管理費用、無形文化財の保存活動にかかる費用等の確保が必要

です。 

・文化財の保存活用に向けて、地域社会全体で取り組むため、価値付けを

行った文化財について、どう活用していくのか、総合的、計画的に取り

組む必要があります。 

 
主な取組 
〇文化財保存活用地域計画の策定推進 
 ふるさとの礎となる文化財を保護し継承するため、国の指針や県の大綱に基

づき文化財保存活用地域計画を策定し、総合的・計画的な保存・活用を図る必
要があります。 

〇文化財保存活用個別計画の策定 
 国指定史跡（百々陶器窯跡・大アラコ古窯跡・伊良湖東大寺瓦窯跡）等につい

て保存・活用などの基本方針を定め、保存・活用を図ります。 
 
アクションプラン 

内容 
Ｒ6 年度

実績値 

R12 年度 

目標値 
文化財保存活用地域計画の策定 未 策定 
文化財保存活用個別計画の策定 117 ２ 

  

 

令和 4年 3月  

文化財保存活用個別計画 

（「史跡百々陶器窯跡、大アラコ古窯跡、 

伊良湖東大寺瓦窯跡 保存活用計画」） 
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1 東三河ジオ資源活用推進連絡会、湿地サミット、東大寺サミット、愛知県史跡整備市町
村協議会、全国史跡整備市町村協議会 
2 東京都立大学、東京大学、聖マリアンナ医科大学、金沢大学、東海大学、奈良文化財研
究所、愛知県博物館協会、日本博物館協会 
3 田原城跡公園、吉胡貝塚史跡公園、百々陶器窯跡、伊良湖東大寺瓦窯跡、江比間句碑公
園、保美貝塚、杜国公園、セメント徳利窯 
4 藤七原湿地植物群落、⿊河湿地植物群落、ハマボウの野生地、椛のシデコブシ自生地、
伊川津のシデコブシ 
5 企画展「川瀬巴水―荒井寿一コレクション―」入館者（3,136 人）を含む 
6 博物館講座３回、渡辺崋山を知るために３回 
7 「鎧を着てみよう」（田原市博物館）、ひな祭り展ワークショップ（渥美郷土資料館）、ほ
の国こどもスタンプラリー、ひなまつりスタンプ・シールラリー、道の駅×文化財スタン
プラリー 
8 田原藩日記（古文書を読む会)、渡辺崋山を知るために、渥美図書館講座* 
9 田原市博物館テーマ展 ひな人形と初凧展（田原凧保存会）、渥美郷土資料館企画展 ひ
な祭り展（清田・福江校区まちづくり推進協議会） 
10 田原の風 
11 福江・清田校区まちづくり推進協議会、大草歴史の会、田原凧保存会、まちなか賑わい
づくり実行委員会、田原市文化遺産地域活性化実行委員会、田原まつり三町山車保存会 
12 JR さわやかウォーキング（豊橋鉄道・JR 東海）、伊勢湾フェリー、トヨタ自動車㈱ 
13 地域福祉課・観光課・街づくり推進課・図書館 
14 東三河広域連合、東三河ジオ資源活用推進連絡会、湿地サミット、東大寺サミット、愛
知県環境活動推進課、愛知県史跡整備市町村協議会、全国史跡整備市町村協議会 
15 渥美半島の文化遺産をつなぎ活かす周遊・利活用促進事業（文化財スタンプラリー・文
化財ガイドブック）文化財課 
16 田原市博物館（JR さわやかウォーキング）、渥美郷土資料館（福江＊つるし飾りロー
ド） 
17 「史跡百々陶器窯跡、大アラコ古窯跡、伊良湖東大寺瓦窯跡保存活用計画」令和 4 年 3
月 
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資料編 

（１）田原市文化財の概要 

田原市の主な文化財としては、旧石器時代から近代までの遺構や出土品、

半島の特徴的な樹木・植物群落などがあります。今後も、これらの価値を

市民が共有し、ふるさとの宝として大切に思えるよう、保存・活用を進め

ていく必要があります。令和 2(2020)年 7 月には、ふるさと教育センター

内に文化財展示室を開館させ、出土品の紹介や、最新の発掘調査の成果を

公開し、博物館において開催した企画展「ふるさとの歴史展」のコンテン

ツ等を活かし、様々なテーマで文化財の展示を行っています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

○指定文化財・登録文化財 
令和 7 年度現在、本市の指定等文化財は、国指定文化財が 8 件、県指定文化財が 9 件、市指定文
化財が 79 件、国登録文化財 2 件の合計 98 件となっています。これらの文化財には、渡辺崋山関 
係資料や江戸時代の田原藩関係資料といった歴史資料から、吉胡貝塚、伊良湖東大寺瓦窯跡とい 
った史跡、椛のシデコブシ自生地、黒河湿地植物群落といった天然記念物等が含まれています。 
○その他の文化財 
本市には、指定されている文化財以外にも、各地域に伝わる古文書といった歴史資料や考古・美術・民俗資
料、近代遺跡、自然環境など、後世へ守り、伝えていくべき文化資源があります。 
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（２）文化財保護法に基づく文化財保存活用地域計画に関する指針【抜粋】 

出典：文化庁 
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（３）愛知県文化財保存活用大綱【概要版】 
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出典：愛知県 


